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18 杉並区手話言語条例



杉並区手話言語条例を公布する。

令和５年３月２０日

杉並区長 岸 本 聡 子

杉並区条例第１８号

杉並区手話言語条例

手話は、手や指、体の動き、顔の表情等を使って視覚的に表現する独自の文法に

より構成される言語であり、ろう者・難聴者・中途失聴者（以下「手話を必要とす

る者」という。）が、社会生活において、意思疎通を図り、互いの気持ちを理解し

合うとともに、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語である。

しかし、これまで手話が言語として広く認知されず、その使用について様々な制

約を受けてきた歴史がある。障害者の権利に関する条約（平成２６年条約第１号）

や障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）において、手話は言語であると認めら

れている現在においても、手話に対する社会の理解が十分であるとは言えず、日常

生活に困難を抱える人が少なくない。このため手話が言語として使いやすい社会づ

くりに取り組む必要がある。

そこで、杉並区は、区民等の手話に対する理解と手話の普及の促進を図るととも

に、手話を必要とする者の意思疎通及び自己形成の手段としての利用を推進し、誰

もが安心して生活できる環境を整え、互いに認め合いながら共生できる社会を実現

するため、この条例を制定する。

（目的）

第１条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解の促

進及び手話の普及並びに音声言語と対等に使用することができる環境の構築に関

する基本理念を定め、杉並区（以下「区」という。）、区民、事業者及び聴覚障

害関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、区が実施する手話に関する施

策の基本的事項を定め、もって手話を必要とする者の意思疎通を行う権利が尊重

され、誰もが安心して生活できる共生社会を実現することを目的とする。



（基本理念）

第２条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話が使用しやすい環境の

構築に当たっては、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるとの認識に基づき、

手話を必要とする者が手話による意思疎通を円滑に行う権利を有し、障害の有無

に関わらず全ての人が互いに人格と個性を尊重し合うことを基本理念とする。

（区の責務）

第３条 区は、この条例の目的を達成するため、前条の基本理念（以下「基本理

念」という。）にのっとり、手話を必要とする者が意思疎通を円滑に行う権利及

び必要な情報を的確に取得する権利を尊重し、手話に対する理解の促進及び手話

の普及を図るとともに、手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を

推進するものとする。

（区民の役割）

第４条 区民は、地域社会で暮らす一員として、この条例の目的及び基本理念につ

いて理解を深め、手話を必要とする者が暮らしやすい地域社会の実現に向け、区

が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

（事業者の責務）

第５条 事業者は、この条例の目的及び基本理念について理解を深め、手話を必要

とする者が利用しやすいサービスを提供するとともに、区が推進する施策に協力

するよう努めるものとする。

（手話を必要とする者及び聴覚障害者関係団体等の責務）

第６条 手話を必要とする者及び聴覚障害者関係団体等は、相互に連携して手話の

普及啓発に努め、この条例の目的及び基本理念の実現に向け、区が推進する施策

に協力するよう努めるものとする。

（手話を学ぶ機会の確保）

第７条 区は、手話を必要とする者とその家族に対し、手話を習得することができ

る機会を確保するよう努めるものとする。

２ 区は、区民、事業者及び区の職員が手話を学習する機会を確保するよう努める

ものとする。

（手話通訳者の養成、人材確保等）



第８条 区は、手話を必要とする者が手話通訳者の派遣等を受けられるよう、手話

通訳者を養成し、人材の確保に努めるとともに、その手話技術の向上を図るもの

とする。

２ 区は、手話を必要とする者の円滑な意思疎通及び必要な情報の的確な取得に当

たり、情報通信技術を十分に享受できるよう、情報通信機器を活用した環境の整

備に努めるものとする。

（災害時等における措置）

第９条 区は、災害その他の非常事態において、手話を必要とする者が必要な情報

を迅速かつ的確に取得し、円滑に意思疎通を図ることができるよう、区の関係機

関及び聴覚障害者関係団体等と連携して、必要な措置を講ずるよう努めるものと

する。

（財政上の措置）

第１０条 区は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずる

ものとする。

（委任）

第１１条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

附 則

この条例は、令和５年４月１日から施行する。


	目次
	018_杉並区手話言語条例

